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２   重点施策
「重点施策」は、野洲市における自殺のハイリスク層である女性、若年層、高齢者と生活困窮問題に焦点を絞り、

取組をまとめています。それぞれの対象に関わる様々な施策を結集させることで、一体的かつ包括的な施策群

となっています。さらに、野洲市では、特にいきいきと自分らしく、健やかな生活をめざした取組を「市民へ

の心の健康づくり」として位置づけ、市民が主体的に実践する健康づくりを基盤とした野洲市ほほえみやす 21

健康プラン（第２次）と連動しながら積極的に展開していきます。

１）女性への支援の強化
心身の不調等の課題を抱える妊婦や産婦に対して、妊娠の早期から出産後まで切れ目なく、子育て不安や

産後うつを防止するための取組を実践します。またコロナ禍によって顕在化した、DV や雇用問題、生活困窮

等の女性が抱える課題に対し、関係機関の綿密な連携を進め、相談支援の体制を強化します。とくに女性の

立ち寄る窓口の担当と連携し、支援を行います。
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２) 若年層への支援の強化
ここでいう「若年層」とは、15 歳からおおよそ 39 歳までが対象です。

若年層の自殺を防ぐには、まずは若年層が自殺に追い込まれないように、抱えた悩みや問題が深刻化する

手前の段階で必要な支援につながることが必要です。若年層が悩みを持ったときに相談できるように相談窓

口の周知が重要です。また、妊娠期から支援機関が連携をしながら、切れ目のない支援を継続していくこと

が重要です。
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３) 高齢者への支援の強化
高齢者の自殺を防止するには、高齢者本人のみならず、家族や介護従事者等の支援者に対する支援も重要

です。高齢者に対する支援先情報の周知や、自殺リスクの高い高齢者を早期に発見し支援へとつなぐことが

重要です。

また、高齢者とその家族が、地域とつながる機会を持てるような地域づくりを進めることで、社会的孤立

を防ぐことも重要です。
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４) 生活困窮者への支援の拡充
生活困窮者による自殺を防ぐには、生活扶助等の経済的な支援に加えて、就労支援や心身両面の疾患に対

する治療等、様々な分野の支援者が協働し取組を進め、生活困窮者を包括的に支援していく必要があります。
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５) 市民への心の健康づくり
いきいきと自分らしく生きるために、心の健康は重要です。心の健康は個人の資質や能力の他に、身体状況、

社会経済状況、住居や職場の環境、対人関係など、多くの要因が影響し、特に身体の状態と心は相互に強く

関係しています。身体と心の健康の双方に対応し、市民が主体的に実践する健康づくりを基盤とした野洲市

ほほえみやす 21 健康プラン（第２次）と連携し、心の健康づくりをさらに推進します。


